
平成２９年 第２回伊仙町農業委員会総会議事録 

 

１、開催日時 平成２９年２月１６日（月）午前９時００分～ 

 

２、開催場所 選挙管理委員会会議室 

 

３、出席委員（１３人） 

会長         １番 藤島 正廣 

会長職務代理者    ・ 

委員         ・ 

               ４番 田中 秀樹 

               ５番 義山 太志 

               ・ 

               ７番 稲村 英治 

               ８番 喜崎 徳吉 

               ９番 西   彦二 

              １０番 義山 原康 

              １１番 政岡 廣子 

              １２番 宮永  誠 

              １３番 春山 豊茂 

              １４番  

              １５番 森 三江子 

              １６番 重原 明美 

              １７番 基山 美奈子 

４．欠席委員 ２番委員（永岡 和男）・３番委員（福山 宣太） 

６番委員（牧本 和英） 

５．議事日程 

 第１ 議事録署名委員の指名 ８番委員・９番委員 

第２ 農地法第３条許可申請について（４件） 

第３ 農地法第５条許可申請について（１件） 

 第４ 農業経営基盤強化促進事業について（１件） 

第５ 農地利用計画の変更申請に係る意見書の作成について（５件） 

６．農業委員会事務局員 

     事務局長    樺山明博 

     指導主幹兼次長 永島 均 

小牧 均



会議の概要 

事務局  おはようございます。定刻になりましたので只今から平成２９年第２回伊仙町

農業委員会総会を開催いたします。 

     はじめに会長のご挨拶をお願いします。 

 

会 長  おはようございます。あのー、まぁ、農繁期となりましてですね、いろんな農

産物の収穫等でたいへん忙しい時期に入りました。体調等壊さないようにです

ね、特に風邪、インフルエンザ等流行っているみたいですから、また、あのー、

頑張っていただきたいと思います。まぁ、あのー、世界的な話をこんな小さい徳

之島でしてもあれですけど、TPPの問題はアメリカがもう大国がもうしないとい

うことでですね、サトウキビ等、畜産等については、よかったのか悪かったのか

ちょっとわかりませんけど、まぁアメリカを抜きにしてはですね、ちょっといろ

んな、なんでもやっぱり、あのーアメリカを抜きにしてはやっぱり、あのー、日

本としてはですね、考えられないなとつくづく思った次第です。まぁ、特に、畜

産等についてはですね、あのー、まぁ、アメリカは一対一でやるということです

から、また厳しい面も出てくるかもわかりません。まぁサトウキビについてはま

ぁ、オーストラリア等がですねたくさん作っておられますので、特にサトウキビ

もですね、ほとんどが税金がかかっておりますから、どうなることやらと思案し

ているところであります。まぁ、ちょっと忙しい時期でありますから、早めに審

議したいと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局  藤島会長ありがとうございます。本日は１６名中１３名の委員が出席しており

定足数に達しましたので総会は成立いたします。それでは、伊仙町農業委員会会

議規則により議長は会長が務めることになっていますので、以降の議事の進行は

藤島会長にお願いいたします。会長よろしくお願いします。 

 

議 長  えー、それではですね、これより議事に入りたいとおもいます。まず日程第１

の議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。伊仙町農業委員会会議規則第

１４条第２項に規定する議事録署名委員ですが、あー議長から指名させていただ

く事にご異議ございませんか。 

 

【異議なし】 

 

議 長  それではですね、議事録署名委員ですが８番委員とですね９番委員にお願いい

たします。なお本日の会議書記にはですね事務局職員の樺山氏と永島氏を指名し

たいと思います。 



     以上で日程第１を終わります。 

 

議 長  それではですね、日程第２の議案第１号「農地法３条の規定による許可申請に

ついて」を議題に供します。事務局より議案の朗読と説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

事務局  今月の農地法第３条許可申請は、１議案４件です。 

議案第１号について、受付番号７号から受付番号１０号は所有権移転に関す

る件です。受付番号７号については、譲受人は目手久在住で譲渡人は喜念在

住で、申請農地は大字目手久の畑で面積は３６８２㎡となっています。申請

事由といたしましては経営拡張です。次に受付番号８号については、譲受人

は伊仙在住で譲渡人は大阪市在住で、申請農地は大字伊仙の畑で面積は４５

９．５０㎡となっています。申請事由といたしましては経営拡張です。次に

受付番号９号については、譲受人は馬根在住で譲渡人は鹿児島市在住で、申

請農地は大字馬根の畑で面積は４４４８㎡となっています。申請事由といた

しましては経営拡張です。次に受付番号１０号については、讓受人は崎原在

住で讓渡人は馬根在住で、申請農地は大字糸木名の畑で面積は１０４１㎡と

なっています。申請事由といたしましては経営拡張です。 

受付番号７号から受付番号１０号までは、別添の調査書にあるとおり農地法第

３条第２項各号には該当しないため許可要件のすべてを満たしていると考え

ます。以上で議案の朗読及び説明を終わります。 

 

議 長  はい、えー只今の説明に関連しまして、あのー、担当委員の方からですね現地

調査の結果等について、あー、お願いしたいと思います。 

 

５番  おはようございます。農地法第３条許可申請７号についてご説明致します。 

先日１１番委員と調査致しました結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしませ

んので皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、現況はサトウキビとバ

レイショです。よろしくお願いします。 

 

１２番  農地法第３条許可申請７号につきましては、ただいま５番委員のご説明の通り

でございますので、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。ただいまですね、えー受付番号７号について質

疑に入りたいと思います。何かご意見ございませんか。 

 



【質疑・意見なし】 

 

議 長  異議がないという事でありますので、採決を致したいと思います。賛成の方挙

手をお願いしたいと思います。 

【全委員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、受付番号７号については、原案のとおり決定

を致します。 

 

議 長  えー続きまして、８号についてですね、現地調査の結果等について、担当委員

の方からお願いしたいと思います。 

 

４ 番  はい、農地法第３条許可申請について、第８号について、ご説明いたします。

えー、先日３番委員と調査しました結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしま

せんので皆様方のご審議よろしくお願いいたします。なお、バレイショが植えつ

けてありました。なお、３番委員は本日欠席です。 

 

議 長  あい、ありがとうございます。それでですね、受付番号８について質疑に入り

ますが、何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  それでは、採決を致したいと思います。賛成の方、挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事で、受付番号８号については原案通り決定を致したい

と思います。 

     続きまして受付番号９号についてですね、えー、担当委員の方から現地調査の

結果等についてお願いしたいと思います。 

     

７番   おはようございます。農地法第３条許可申請第９号についてご説明致します。

先日１６番委員とともに調査した結果、本件農地は譲受人 T氏が長年耕作してい

る農地で、何の問題もありませんので、皆様方のご審議よろしくお願いします。

作物の方はサトウキビです。サトウキビ収穫後でした。 

 



１６ 番  はい、農地法第３条許可申請第９号について、ただいま７番委員の説明のと

おりです、皆様の審議よろしくお願いします。 

 

議 長  はい、えーと、９号について、質疑に入りたいと思いますが、何かご意見ござ

いませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので、採決をいたしたいと思います、賛

成の方、挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、ありがとうございます。全員賛成という事です、えー、９号については

原案のとおり決定をしたいと思います。 続きまして受付番号１０号についてで

すね、えー、担当委員の方から現地調査の結果等についてお願いしたいと思いま

す。 

 

７ 番  農地法３条１０号に関して説明いたします。えー先日２番委員と２人で調査し

た結果、なんら問題はなく、農地法３条２項各号に抵触していませんので、え

ー、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

     ２番委員は本日欠席です。 

     えー作物は、サトウキビでした。以上です。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。それでは１０号について質疑に入りたいと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  はい、異議がないという事でありますので採決をしたいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、１０号については原案のとおり決定をいたし

ました。以上で農地法第３条許可申請についてを終わります。 



    続きまして農地法第５条許可申請についてを議題に供したいと思います。 

    えー事務局より、えー説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局  今月の農地法第５条申請は１議案１件です。受付番号２号について説明します。

申請人Ｔ氏は一般住宅を建設する為です。面積については４６５㎡となっていま

す。申請地は伊仙の集落内で周辺は住家が多数あり電気、水道などの設備も整って

おり他の畑に何ら支障ないものと思われます。以上で議案の朗読及び説明を終わ

ります。 

 

議 長  はい、農地法第５条許可申請受付番号２号について現地調査結果等について担

当委員の方からお願いしたいと思います。 

 

１３番  はい、農地法第５条許可申請２号についてご説明致します。先日１０番委員と

事務局と共に調査した結果、申請書に記載されている通りでございますが、まわ

りに民家も多数あり電気水道等何の問題もないと思われます。皆様方のご審議よ

ろしくお願いします。 

     現況としては、更地でございます。以上です。 

 

１０番  はい、農地法第５条許可申請２号について、ただいま１３番委員の説明した通

りです。皆様方のご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。農地法第５条許可申請２号について、えー質疑

に入りたいと思いますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  異議がないという事であります。採決をしたいと思います、２号について賛成

の方挙手お願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事で、農地法５条許可申請受付番号第２号については

ね・・・・・、あのー知事の方にですね意見書を送付いたしたいと思います。 

     えーそれでは、続きまして農業経営基盤強化促進事業についてを議題に供した

いと思います。事務局より朗読と説明をお願いしたいと思います。 

 



事務局  今月の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による案件１議案１件で

す。受付番号２号は地権者から賃借人に直接権利を設定する件です。面積について

はお手元の資料のとおりで経営面積、従事日数など農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の規定の要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読及び説明

を終わります。 

 

議 長  はい、それではですね、農業経営基盤強化促進事業について、受付番号２号につ

いてですね現地調査結果等について担当委員からお願いしたいと思います。 

 

１５ 番  えー農業経営基盤強化促進事業２号について説明いたします。先日１番委員

と共に調査した結果、何の問題もなく申請書のとおりでございます。皆様方のご

審議よろしくお願いします。現況はサトウキビで、今後もサトウキビを植える予

定とのことです。 

 

１  番  ２号につきましては、只今１５番委員のご説明のとおりでございます。皆様

方のご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  はい、それではですね、農業経営基盤強化促進事業２号について。あのー審議

に入りますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  あー、異議ないという事でありますので採決を致したいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、農業経営基盤強化促進事業２号については原

案のとおり決定を致しました。続きまして農地利用計画の変更申請に係る意見書

の作成についてを議題に供したいと思います。事務局より朗読と説明をお願いし

たいと思います。 

 

事務局  今月の農用地利用計画の変更申請に係る意見書の作成については１議案５件で

す。受付番号１号について説明いたします。申請人Ｍ氏は牛舎建設の為です。申請

地については側に牛舎も建っており他の畑に何ら支障ないものと思われます。次

に受付番号２号について説明いたします。申請人Ｈ氏は牛舎建設の為です。申請地



については側に牛舎も建っており他の畑に何ら支障ないものと思われます。次に

受付番号３号について説明いたします。申請人Ｓ氏は牛舎建設の為です。申請地に

ついては側に牛舎も建っており他の畑に何ら支障ないものと思われます。次に受

付番号４号について説明いたします。申請人Ｔ氏は牛舎建設の為です。申請地につ

いては側に牛舎も建っており他の畑に何ら支障ないものと思われます。次に受付

番号５号について説明いたします。申請人Ｏ氏は牛舎建設の為です。申請地につい

ては側に牛舎も建っており他の畑に何ら支障ないものと思われます。以上で議案

の朗読及び説明を終わります。 

 

 

議 長  はい、農用地利用計画の変更申請に係る意見書の作成について、受付番号１号

について、担当委員の方から説明をお願いします。 

 

１１番  農用地利用計画変更申請１号について説明いたします。えー先日１２番委員と

２人で調査した結果、申請書の通りでなんら問題はなく、皆様方のご審議よろし

くお願いします。 

 

１２番  農用地利用計画変更申請１号について説明いたします。ただいま１１番委員か

らご説明のあった通りですので、皆様方のご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  はい、これは増築でしょうか？ 

 

事務局  新築です。 

 

議 長  はい、それではですね、農用地利用計画変更申請１号について、あのー審議に

入りますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  あー、異議ないという事でありますので採決を致したいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、農用地利用計画変更申請１号については意見

書を作成したいと思います。続きまして、農用地利用計画変更申請２号について 



 担当委員の方から説明をお願いします。 

 

８ 番  農用地利用計画変更申請２号について説明いたします。えー先日２番委員と２

人で調査した結果、申請書の通りでなんら問題はなく、皆様方のご審議よろしく

お願いします。 

 

議 長  はい、それではですね、農用地利用計画変更申請２号について、あのー審議に

入りますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  あー、異議ないという事でありますので採決を致したいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、農用地利用計画変更申請２号については意見

書を作成したいと思います。続きまして、農用地利用計画変更申請３号、４号に

ついて担当委員の方から説明をお願いします。 

 

１７番  農用地利用計画変更申請３号、４号について説明いたします。えー先日６番委

員と２人で調査した結果、申請書の通りでなんら問題はなく、皆様方のご審議よ

ろしくお願いします。なお、６番委員は本日欠席です。 

 

議 長  はい、それではですね、農用地利用計画変更申請３号、４号について、あのー

審議に入りますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  あー、異議ないという事でありますので採決を致したいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、農用地利用計画変更申請３号、４号について

は意見書を作成したいと思います。続きまして、農用地利用計画変更申請３号、



５号について担当委員の方から説明をお願いします。 

 

８ 番  農用地利用計画変更申請５号について説明いたします。えー先日４番委員と２

人で調査した結果、申請書の通りでなんら問題はなく、皆様方のご審議よろしく

お願いします。 

 

４ 番  農用地利用計画変更申請５号については、ただいま４番委員の説明の通りで

す。皆様方のご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  はい、それではですね、農用地利用計画変更申請５号について、あのー審議に

入りますが何かご意見ございませんか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

議 長  あー、異議ないという事でありますので採決を致したいと思います。賛成の方

挙手をお願いします。 

 

【全員挙手】 

 

議 長  はい、全員賛成という事ですね、農用地利用計画変更申請５号については意見

書を作成したいと思います。 

 

    以上で終わりたいと思います。 


